
YouTube 【宅建動画の渋谷会】 佐伯竜                                    毎朝一問 《権利関係》 
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賃借権の譲渡 宅建 H17-13-3 ≪#524≫ 

【問】 正誤をつけよ。 

借地人Ａが、甲地所有者Ｂと締結した建物所有を目的とする甲地賃貸借契約に基づいてＡ 

が甲地上に所有している建物と甲地の借地権とを第三者Ｃに譲渡した。Ａが借地上の建物をＤ 

に賃貸している場合には、ＡはあらかじめＤの同意を得ておかなければ、借地権を譲渡すること

はできない。 

 

 

 

 

 

 

 

【答え】 誤り 

 

≪ポイント≫ 賃借権の譲渡及び転貸の制限 

1 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸するこ

とができない。 

 

 ⇒ 借地権（及び建物）を譲渡する場合に、建物賃借人の承諾は不要 

※ 頻出のひっかけ問題 

 

 

 

 


